
 

  愛媛県無人航空機利用技術指導要領 

第１ 趣旨 

この要領は、無人航空機による空中散布等の適正な実施のため、「農薬の空中散布に

係る安全ガイドラインの制定について」(令和元年 7 月 30 日付け元消安第 1388 号農林

水産省消費・安全局長通知)により、国が定めた「無人ヘリコプターによる農薬の空中散

布に係る安全ガイドライン」（以下「無人ヘリガイドライン」という。）及び「無人マルチロータ

ーによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」（以下「無人マルチローターガイドライン」

という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。 

 

第２ 空中散布等の実施計画 

（１） 無人ヘリガイドライン第 2 の１の（3）の県への報告は、別記様式 1 により地方局農業

振興課（県外業者については、農産園芸課）に報告するものとする｡ 

（２） 無人マルチローターにより空中散布を行う実施者は、農薬の適正使用の推進を図る

ため、（１）に準じて報告するものとする。 

（3） 地方局農業振興課は、実施計画を農産園芸課に報告するとともに、実施地区に係

る市町へ情報提供を行い、関係団体等と連携の上、適正な防除が実施されるよう、実

施主体を指導するものとする。 

 

第３ 空中散布等の実績報告 

（１） 無人ヘリガイドライン第 2 の 4 の（１）の県への報告は、別記様式１により地方局農業

振興課（県外業者については、農産園芸課）に報告するものとする。 

（２） 無人マルチローターにより空中散布を行う実施者は、農薬の適正使用の推進を図る

ため、（１）に準じて報告するものとする。 

（3） 地方局農業振興課は、報告された実績を農産園芸課に報告するとともに、関係市

町へ情報提供するものとする。 

 

第４ 事故発生時の対応 

（１） 無人ヘリガイドライン及び無人マルチローターガイドラインの第３の２の県への報告は、

地方局農業振興課とする。 

（２） （１）により報告を受けた地方局農業振興課は、記載に不備がないことを確認し、農産

園芸課へ報告する。 

（３） （２）により報告を受けた農産園芸課は、中国四国農政局消費・安全部安全管理課へ

報告する。 

 

第５ 補則 

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

本実施要領は平成２１年４月１日以降に実施する空中散布等に適用する。 

本実施要領は平成２７年６月２２日から施行する。 

本実施要領は平成２８年２月５日から施行する。 

本実施要領は平成２８年５月２０日から施行する。 

本実施要領は平成３０年７月３０日から施行する。 

本実施要領は令和元年 8 月２０日から施行する。 

本実施要領は令和３年４月１日から施行する。 



 

（別記様式１） 

 

   年度空中散布計画（実績）書 
 

 

事業実施主体名： 

                                                              （代表者名）： 

住          所： 

電  話  番  号：      

実施主体名 操縦者名 

機体確認の

番号 

該当 

市町名 

実施 

（予定） 

月日 

対象 

作業名 
作物名 

実施 

面積 

散布 

資材名 

10a 当たり

使用量 

又は希釈

倍数 

備考 

防除 

委託者名 

防除 

実施者名 
氏 名 

技能認証の

番号 

             

計 

            

 

記載注意 

（１） 技能認証の番号には、登録代行機関の技能認証の番号を記載すること。ただし、無人マルチローターによる防除については不要。 

（２） 機体確認の番号には、登録代行機関により付与された番号を記載すること。ただし、無人マルチローターによる防除については不要。 

（３） 無人マルチローターによる防除の場合は、備考欄に無人マルチローターと記載すること。 

（４） 当該年度において、初めて計画書を提出する場合は、別記様式２「無人航空機の設置状況」を添付すること。 



 

（別記様式２） 

 

無人航空機の設置状況 

 

 

機  種 台数 

 機 

 機 

 機 

 機 

 機 

 機 

 機 

 機 

 機 

合計 機 

        ※防除に使用する機体を記入すること。 

 

 


